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壱岐市議会定例会６月会議議案 
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令和元年壱岐市議会定例会６月会議議案 
 

 

報告第 １ 号  平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の報告に

ついて 

 

報告第 ２ 号  平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の専決処

分の報告について 

 

報告第 ３ 号  平成３０年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

 

報告第 ４ 号  平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書

の報告について 

 

報告第 ５ 号  平成３０年度壱岐市一般会計予算の事故繰越し繰越計算書の報告につ

いて 

 

議案第 １ 号  消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 

議案第 ２ 号  壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

議案第 ３ 号  壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 

議案第 ４ 号  壱岐市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 

議案第 ５ 号  壱岐市火災予防条例の一部改正について 

 

議案第 ６ 号  過疎地域自立促進計画（変更）の策定について 

  

議案第 ７ 号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画（変更）の策定について 

 

議案第 ８ 号  令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第１号） 

 

議案第 ９ 号  令和元年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 



 

報告第１号 

 

   平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の報

告について 

 

 平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）について地方自治法

第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条第１項第３号及び

第４号の規定により、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１

８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告

する。 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 
 

 

 

 

 

一 般 会 計 補 正 予 算 書 

（第９号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱 岐 市 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

専決第１号 

 

   専決処分書 

 

地方自治法第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条第１

項第３号及び第４号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） 

 

 平成３０年度壱岐市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 242,000 千円を減

額し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,153,000 千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  平成３１年３月３１日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一   
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 （単位 ： 千円）

款 項

 2 地方譲与税 278,200 10,306 288,506

 1 地方揮発油譲与税 81,000 2,192 83,192

 2 自動車重量譲与税 197,000 7,933 204,933

 3 航空機燃料譲与税 200 181 381

 3 利子割交付金 1,500 1,731 3,231

 1 利子割交付金 1,500 1,731 3,231

 4 配当割交付金 2,900 1,508 4,408

 1 配当割交付金 2,900 1,508 4,408

 5 株式等譲渡所得割 500 3,991 4,491

交付金

 1 株式等譲渡所得割 500 3,991 4,491

交付金

 6 地方消費税交付金 460,000 27,864 487,864

 1 地方消費税交付金 460,000 27,864 487,864

 7 ゴルフ場利用税交 1,900 55 1,955

付金

 1 ゴルフ場利用税交 1,900 55 1,955

付金

 8 自動車取得税交付 22,000 36,602 58,602

金

 1 自動車取得税交付 22,000 36,602 58,602

金

 9 地方特例交付金 3,800 1,350 5,150

 1 地方特例交付金 3,800 1,350 5,150

10 地方交付税 9,661,961 234,576 9,896,537

 1 地方交付税 9,661,961 234,576 9,896,537

14 国庫支出金 3,395,229 35,373 3,430,602

 2 国庫補助金 1,326,879 35,373 1,362,252

15 県支出金 2,585,352 △7,593 2,577,759

 1 県負担金 660,742 △5,273 655,469

 2 県補助金 1,831,465 △2,320 1,829,145

16 財産収入 82,393 10,816 93,209

 2 財産売払収入 50,124 10,816 60,940

18 繰入金 3,218,139 △672,879 2,545,260

 1 基金繰入金 3,218,139 △672,879 2,545,260

21 市債 4,756,300 74,300 4,830,600

 1 市債 4,756,300 74,300 4,830,600

28,395,000 △242,000 28,153,000

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

一般会計
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     歳        出 （単位 ： 千円）

款 項

 5 農林水産業費 2,239,881 △10,215 2,229,666

 1 農業費 1,232,441 △14,740 1,217,701

 3 水産業費 968,387 4,525 972,912

 7 土木費 1,521,264 △3,300 1,517,964

 6 下水道費 135,740 △3,300 132,440

 9 教育費 4,376,866 △228,485 4,148,381

 2 小学校費 1,398,234 △216,888 1,181,346

 3 中学校費 1,423,181 1,744 1,424,925

 4 幼稚園費 280,484 △13,341 267,143

28,395,000 △242,000 28,153,000

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計

一般会計
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第２表　繰越明許費補正

１．変更

　補正前 　補正後

9 教育費 2 小学校費 ブロック塀安全対策工事 100,547 124,847

3 中学校費 ブロック塀安全対策工事 3,638 35,091

104,185 159,938合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

（単位：千円）

款 項 事 業 名
金　額
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　１．変更

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

辺地対策事業債 261,900 証書
借入

年4.0％以内 250,600 証書
借入

年4.0％以内

過疎対策事業債 473,300 証書
借入

年4.0％以内 587,800 証書
借入

年4.0％以内

補 正 後

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

第３表　地方債補正

（単位：千円）

起債の目的

補 正 前
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限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

過疎対策事業債
（過疎地域自立
促 進 事 業 ）

532,200 証書
借入

年4.0％以内 393,500 証書
借入

年4.0％以内

合 併 特 例 債 2,175,500 証書
借入

年4.0％以内 2,331,200 証書
借入

年4.0％以内政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）
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限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

土 木 債 125,000 証書
借入

年4.0％以内 131,100 証書
借入

年4.0％以内

消 防 債 62,200 証書
借入

年4.0％以内 61,500 証書
借入

年4.0％以内

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

7



限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

教 育 債 401,600 証書
借入

年4.0％以内 396,100 証書
借入

年4.0％以内

災害復旧事業債 224,300 証書
借入

年4.0％以内 179,100 証書
借入

年4.0％以内政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）
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限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

商 工 債 19,700 証書
借入

年4.0％以内 19,100 証書
借入

年4.0％以内政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借替え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補 正 前 補 正 後
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１．総括

歳　入 （単位 ： 千円）

款

 2 地方譲与税 278,200 10,306 288,506

 3 利子割交付金 1,500 1,731 3,231

 4 配当割交付金 2,900 1,508 4,408

 5 株式等譲渡所得割交付金 500 3,991 4,491

 6 地方消費税交付金 460,000 27,864 487,864

 7 ゴルフ場利用税交付金 1,900 55 1,955

 8 自動車取得税交付金 22,000 36,602 58,602

 9 地方特例交付金 3,800 1,350 5,150

10 地方交付税 9,661,961 234,576 9,896,537

14 国庫支出金 3,395,229 35,373 3,430,602

15 県支出金 2,585,352 △7,593 2,577,759

16 財産収入 82,393 10,816 93,209

18 繰入金 3,218,139 △672,879 2,545,260

21 市債 4,756,300 74,300 4,830,600

28,395,000 △242,000 28,153,000

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

一般会計
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歳　出

款

 2 総務費 4,468,413 0 4,468,413

 3 民生費 6,166,121 0 6,166,121

 4 衛生費 2,887,081 0 2,887,081

 5 農林水産業費 2,239,881 △10,215 2,229,666

 6 商工費 878,337 0 878,337

 7 土木費 1,521,264 △3,300 1,517,964

 8 消防費 803,581 0 803,581

 9 教育費 4,376,866 △228,485 4,148,381

10 災害復旧費 1,383,802 0 1,383,802

28,395,000 △242,000 28,153,000歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

12



（単位 ： 千円）

244 △17,500 △280,863 298,119

186 △38,100 24,926 12,988

3 △2,000 △11,166 13,163

△8,038 △76,300 39,523 34,600

△7 △5,900 △17 5,924

9 5,700 △516 △8,493

10 △18,500 △581 19,071

35,373 272,100 △435,110 △100,848

0 △45,200 1,741 43,459

27,780 74,300 △662,063 317,983

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

一般会計

13



２．歳入
 2款 地方譲与税

 1項 地方揮発油譲与税

目

 1 地方揮発油譲与税 81,000 2,192 83,192

計 81,000 2,192 83,192

 2款 地方譲与税

 2項 自動車重量譲与税

 1 自動車重量譲与税 197,000 7,933 204,933

計 197,000 7,933 204,933

 2款 地方譲与税

 3項 航空機燃料譲与税

 1 航空機燃料譲与税 200 181 381

計 200 181 381

 3款 利子割交付金

 1項 利子割交付金

 1 利子割交付金 1,500 1,731 3,231

計 1,500 1,731 3,231

 4款 配当割交付金

 1項 配当割交付金

 1 配当割交付金 2,900 1,508 4,408

計 2,900 1,508 4,408

 5款 株式等譲渡所得割交付金

 1項 株式等譲渡所得割交付金

 1 株式等譲渡所得割交付金 500 3,991 4,491

計 500 3,991 4,491

 6款 地方消費税交付金

 1項 地方消費税交付金

 1 地方消費税交付金 460,000 27,864 487,864

計 460,000 27,864 487,864

補 正 前 の 額 補 正 額 計

14



（単位 ： 千円）

節   

 1 地方揮発油譲与税 2,192 地方揮発油譲与税 2,192

 1 自動車重量譲与税 7,933 自動車重量譲与税 7,933

 1 航空機燃料譲与税 181 航空機燃料譲与税 181

 1 利子割交付金 1,731 利子割交付金 1,731

 1 配当割交付金 1,508 配当割交付金 1,508

 1 株式等譲渡所得割 3,991 株式等譲渡所得割交付金 3,991

交付金

 1 地方消費税交付金 27,864 地方消費税交付金 27,864

 2地方譲与税 - 6地方消費税交付金

区 分 金 額
説 明
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 7款 ゴルフ場利用税交付金

 1項 ゴルフ場利用税交付金

目

 1 ゴルフ場利用税交付金 1,900 55 1,955

計 1,900 55 1,955

 8款 自動車取得税交付金

 1項 自動車取得税交付金

 1 自動車取得税交付金 22,000 36,602 58,602

計 22,000 36,602 58,602

 9款 地方特例交付金

 1項 地方特例交付金

 1 地方特例交付金 3,800 1,350 5,150

計 3,800 1,350 5,150

10款 地方交付税

 1項 地方交付税

 1 地方交付税 9,661,961 234,576 9,896,537

計 9,661,961 234,576 9,896,537

14款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

 7 教育費国庫補助金 559,898 35,373 595,271

計 1,326,879 35,373 1,362,252

15款 県支出金

 1項 県負担金

 1 市町村権限移譲等交付金 49,206 △ 5,273 43,933

計 660,742 △ 5,273 655,469

補 正 前 の 額 補 正 額 計

16



（単位 ： 千円）

節   

 1 ゴルフ場利用税交 55 ゴルフ場利用税交付金 55

付金

 1 自動車取得税交付 36,602 自動車取得税交付金 36,602

金

 1 地方特例交付金 1,350 地方特例交付金 1,350

 1 地方交付税 234,576 特別交付税 234,576

 1 小学校費補助金 13,221 学校施設環境改善交付金 4,131

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 9,090

 2 中学校費補助金 22,569 学校施設環境改善交付金 12,206

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 10,363

 4 幼稚園費補助金 △ 417 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 △ 417

 1 市町村権限移譲等 △ 5,273 市町村権限移譲等交付金 △ 5,273

交付金

 7ゴルフ場利用税交付金 - 15県支出金

区 分 金 額
説 明
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15款 県支出金

 2項 県補助金

目

 4 農林水産業費県補助金 842,108 △ 2,320 839,788

計 1,831,465 △ 2,320 1,829,145

16款 財産収入

 2項 財産売払収入

 2 物品売払収入 50,122 10,816 60,938

計 50,124 10,816 60,940

18款 繰入金

 1項 基金繰入金

 1 基金繰入金 3,218,139 △ 672,879 2,545,260

計 3,218,139 △ 672,879 2,545,260

21款 市債

 1項 市債

 1 辺地対策事業債 261,900 △ 11,300 250,600

 2 過疎対策事業債 1,005,500 △ 24,200 981,300

 3 合併特例事業債 2,175,500 155,700 2,331,200

 5 土木債 125,000 6,100 131,100

補 正 前 の 額 補 正 額 計

18



（単位 ： 千円）

節   

 1 農業費補助金 △ 2,320 家畜導入事業費補助金 △ 2,320

 2 生産物売払収入 10,816 アワビ種苗売払収入 10,816

 3 地域振興基金繰入 △ 4,700 地域振興基金繰入金 △ 4,700

金

4 過疎地域自立促進 85,500 過疎地域自立促進特別事業基金繰入金 85,500

特別事業基金繰入

金

 5 ふるさと応援基金 △ 12,522 ふるさと応援基金繰入金 △ 12,522

繰入金

 7 沿岸漁業振興基金 △ 12,963 沿岸漁業振興基金繰入金 △ 12,963

繰入金

 8 合併振興基金繰入 △730,200 合併振興基金繰入金 △ 730,200

金

 9 地域福祉基金繰入 2,106 地域福祉基金繰入金 2,106

金

10 施設整備基金繰入 △ 100 施設整備基金繰入金（老人ホーム） △ 100

金（老人ホーム）

 1 辺地対策事業債 △ 11,300 辺地対策事業 △ 11,300

 1 過疎対策事業債 △ 24,200 過疎対策事業 114,500

過疎対策事業（過疎地域自立促進事業） △ 138,700

 1 合併特例事業債 155,700 合併特例事業 155,700

 1 自然災害防止事業 △ 1,000 自然災害防止事業 △ 1,000

債

15県支出金 - 21市債

区 分 金 額
説 明
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21款 市債

 1項 市債

目

 6 消防債 62,200 △ 700 61,500

 7 教育債 401,600 △ 5,500 396,100

 8 災害復旧事業債 224,300 △ 45,200 179,100

 9 商工債 19,700 △ 600 19,100

計 4,756,300 74,300 4,830,600

21市債

補 正 前 の 額 補 正 額 計

20



（単位 ： 千円）

節   

 2 公営住宅建設事業 7,100 公営住宅建設事業 7,100

債

 1 緊急防災・減災事 △ 400 緊急防災・減災事業 △ 400

業債

 2 防災対策事業債 △ 300 防災基盤整備事業 △ 300

 1 緊急防災・減災事 △ 4,500 緊急防災・減災事業 △ 4,500

業債

 6 学校教育施設等整 △ 1,000 学校教育施設等整備事業債 △ 1,000

備事業債

 1 単独災害復旧事業 △ 8,900 公共土木施設等災害復旧事業（単独） △ 8,900

債

 2 補助災害復旧事業 △ 36,300 公共土木施設等災害復旧事業（補助） △ 36,300

債

 1 一般補助施設整備 △ 600 一般補助施設整備等事業債 △ 600

等事業債

21市債

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
 2款 総務費

 1項 総務管理費

目

 1 一般管理費 1,304,720 0 1,304,720 244 0 △36,672

 5 財産管理費 694,339 0 694,339 0 △100 0

 6 企画費 792,846 0 792,846 0 △17,400 809

 7 情報管理費 493,753 0 493,753 0 0 △245,000

計 4,178,668 0 4,178,668 244 △17,500 △280,863

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

 1 社会福祉総 1,293,740 0 1,293,740 186 △35,700 25,100

務費

 2 社会福祉施 165,486 0 165,486 0 0 1,100

設費

 3 老人福祉費 112,928 0 112,928 0 △1,400 0

 5 介護保険事 619,544 0 619,544 0 0 △2,080

業費

 6 老人福祉施 331,902 0 331,902 0 0 △100

設費

計 3,430,387 0 3,430,387 186 △37,100 24,020

 3款 民生費

 2項 児童福祉費

 1 児童福祉総 104,269 0 104,269 0 0 △100

務費

 4 保育所費 904,629 0 904,629 0 △1,000 1,006

計 1,821,809 0 1,821,809 0 △1,000 906

 4款 衛生費

 1項 保健衛生費

 1 保健衛生総 487,756 0 487,756 0 0 1,934

務費

 2 予防費 72,376 0 72,376 0 △1,100 0

3 環境衛生費 952,734 0 952,734 0 △900 0

計 2,000,208 0 2,000,208 0 △2,000 1,934

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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(単位：千円)

節       

36,428 （財源調整）

100 （財源調整）

16,591 （財源調整）

245,000 （財源調整）

298,119

10,414 （財源調整）

△1,100 （財源調整）

1,400 （財源調整）

2,080 （財源調整）

100 （財源調整）

12,894

100 （財源調整）

△6 （財源調整）

94

△1,934 （財源調整）

1,100 （財源調整）

900 （財源調整）

66

 2総務費 - 4衛生費

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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 4款 衛生費

 2項 清掃費

目

 1 清掃総務費 98,527 0 98,527 3 0 △9,400

 2 塵芥処理費 515,067 0 515,067 0 0 △1,700

 3 し尿処理費 206,519 0 206,519 0 0 △2,000

計 886,873 0 886,873 3 0 △13,100

 5款 農林水産業費

 1項 農業費

1 農業委員会 46,997 0 46,997 2 0 0

費

2 農業総務費 103,303 0 103,303 9 0 0

 3 農業振興費 183,408 0 183,408 0 △1,200 △2,380

 4 畜産業費 450,171 △14,740 435,431 △2,320 △14,500 0

計 1,232,441 △14,740 1,217,701 △2,309 △15,700 △2,380

 5款 農林水産業費

 2項 林業費

 2 林業振興費 36,276 0 36,276 0 0 △1,750

計 39,053 0 39,053 0 0 △1,750

 5款 農林水産業費

 3項 水産業費

1 水産業総務 120,549 0 120,549 2 0 0

費

 2 水産業振興 508,210 5,085 513,295 △5,731 △61,800 43,653

費

 4 漁港漁場整 192,357 0 192,357 0 1,700 0

備費

 5 漁業集落環 109,549 △560 108,989 0 △500 0

境整備費

計 968,387 4,525 972,912 △5,729 △60,600 43,653

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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(単位：千円)

節       

9,397 （財源調整）

1,700 （財源調整）

2,000 （財源調整）

13,097

△2 （財源調整）

△9 （財源調整）

3,580 （財源調整）

2,080 19 負担金補助及 △14,740 農林水産業費補助金

び交付金 家畜導入事業費 △3,770

地域肉用牛振興対策事業 △460

地域肉用牛緊急増頭対策事業 △4,160

地域肉用牛活性化プロジェクト推進事業△6,350

5,649

1,750 （財源調整）

1,750

△2 （財源調整） 10,816

△5,731

28,963 25 積立金 5,085 栽培漁業振興基金積立金 10,816

沿岸漁業振興基金積立金 △5,731

△1,700 （財源調整）

△60 28 繰出金 △560 下水道事業特別会計繰出金（漁業集落） △560

27,201

 4衛生費 - 5農林水産業費

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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 6款 商工費

 1項 商工費

目

1 商工総務費 108,005 0 108,005 △7 0 0

 2 商工振興費 388,805 0 388,805 0 △1,600 1,492

 4 観光費 363,460 0 363,460 0 △4,300 △1,509

計 878,337 0 878,337 △7 △5,900 △17

 7款 土木費

 1項 土木管理費

1 土木総務費 168,435 0 168,435 9 0 0

計 168,435 0 168,435 9 0 0

 7款 土木費

 2項 道路橋りょう費

 2 道路橋りょ 269,825 0 269,825 0 0 △300

う維持費

 3 道路橋りょ 514,271 0 514,271 0 2,500 0

う新設改良

費

計 784,124 0 784,124 0 2,500 △300

 7款 土木費

 3項 河川費

 1 河川総務費 13,346 0 13,346 0 0 869

 2 急傾斜地崩 42,744 0 42,744 0 △1,000 0

壊対策費

計 56,090 0 56,090 0 △1,000 869

 7款 土木費

 4項 港湾費

 1 港湾管理費 69,988 0 69,988 0 0 △85

計 69,988 0 69,988 0 0 △85

 7款 土木費

 6項 下水道費

 1 公共下水道 135,740 △3,300 132,440 0 △2,900 0

費

計 135,740 △3,300 132,440 0 △2,900 0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

26



(単位：千円)

節       

7 （財源調整）

108 （財源調整）

5,809 （財源調整）

5,924

△9 （財源調整）

△9

300 （財源調整）

△2,500 （財源調整）

△2,200

△869 （財源調整）

1,000 （財源調整）

131

85 （財源調整）

85

△400 28 繰出金 △3,300 下水道事業特別会計繰出金（公共下水） △3,300

△400

 6商工費 - 7土木費

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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 7款 土木費

 7項 住宅費

目

 1 住宅管理費 106,975 0 106,975 0 0 △1,000

 2 住宅建設費 166,460 0 166,460 0 7,100 0

計 273,435 0 273,435 0 7,100 △1,000

 8款 消防費

 1項 消防費

 1 常備消防費 563,087 0 563,087 10 △16,300 0

 3 消防施設費 76,302 0 76,302 0 △1,400 △581

 4 防災費 27,545 0 27,545 0 △800 0

計 803,581 0 803,581 10 △18,500 △581

 9款 教育費

 2項 小学校費

 1 学校管理費 1,300,557 △216,888 1,083,669 13,221 106,900 △340,000

 2 教育振興費 97,677 0 97,677 0 0 △54

計 1,398,234 △216,888 1,181,346 13,221 106,900 △340,054

 9款 教育費

 3項 中学校費

 1 学校管理費 1,367,281 1,744 1,369,025 22,569 164,000 △60,000

 2 教育振興費 55,900 0 55,900 0 0 △696

計 1,423,181 1,744 1,424,925 22,569 164,000 △60,696

 9款 教育費

 4項 幼稚園費

 1 幼稚園費 280,484 △13,341 267,143 △417 8,500 △20,110

計 280,484 △13,341 267,143 △417 8,500 △20,110

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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(単位：千円)

節       

1,000 （財源調整）

△7,100 （財源調整）

△6,100

16,290 （財源調整）

1,981 （財源調整）

800 （財源調整）

19,071

2,991 13 委託料 △4,360 設計業務 △4,360

15 工事請負費 △212,528 施設整備工事

設備等整備工事

施設設備等改修工事

54 （財源調整）

3,045

△124,825 13 委託料 △8,272 調査業務 760

設計業務 △1,332

監理業務

監理業務（事業用資産・建物） △7,700

15 工事請負費 10,016 設備等整備工事

施設設備等改修工事

696 （財源調整）

△124,129

△1,314 13 委託料 △119 設計業務 △119

15 工事請負費 △13,222 設備等整備工事

△1,314

7土木費 - 9教育費

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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 9款 教育費

 5項 社会教育費

目

 1 社会教育総 60,869 0 60,869 0 △400 0

務費

 2 青少年育成 14,753 0 14,753 0 △1,100 △250

費

 4 公民館費 383,877 0 383,877 0 △4,500 0

 6 文化財保護 241,687 0 241,687 0 △1,300 △900

費

計 729,905 0 729,905 0 △7,300 △1,150

 9款 教育費

 7項 学校給食費

 1 学校給食費 220,171 0 220,171 0 0 △13,100

計 220,171 0 220,171 0 0 △13,100

10款 災害復旧費

 1項 農林水産施設災害復旧費

 1 農地及び農 596,287 0 596,287 0 0 1,741

業用施設災

害復旧費

計 596,287 0 596,287 0 0 1,741

10款 災害復旧費

 2項 公共土木施設災害復旧費

 1 公共土木施 787,515 0 787,515 0 △45,200 0

設災害復旧

費

計 787,515 0 787,515 0 △45,200 0

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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(単位：千円)

節       

400 （財源調整）

1,350 （財源調整）

4,500 （財源調整）

2,200 （財源調整）

8,450

13,100 （財源調整）

13,100

△1,741 （財源調整）

△1,741

45,200 （財源調整）

45,200

 9教育費 - 10災害復旧費

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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（単位：千円）

１． 普 通 債 20,210,976 20,060,094 4,725,100 2,875,679 21,909,515

(1) 総 務 73,526 137,152 0 12,274 124,878

(2) 民 生 28,805 43,607 3,100 3,832 42,875

(3) 衛 生 7,620 0 0 0 0

(4) 農 林 水 産 1,781,717 1,528,249 0 218,132 1,310,117

(5) 商 工 5,200 42,600 19,100 0 61,700

(6) 土 木 758,423 654,865 21,000 111,759 564,106

(7) 公 営 住 宅 407,316 587,838 180,600 7,927 760,511

(8) 消 防 1,200 3,300 61,500 0 64,800

(9) 教 育 415,748 606,569 396,100 18,779 983,890

(10) 辺 地 1,900,225 1,812,845 299,000 270,607 1,841,238

(11) 過 疎 5,927,940 6,007,179 1,103,400 685,442 6,425,137

(12) 合 併 特 例 8,903,256 8,635,890 2,641,300 1,546,927 9,730,263

２． 災 害 復 旧 債 171,669 286,769 312,900 26,562 573,107

(1) 補 助 54,530 101,660 179,000 9,910 270,750

(2) 単 独 117,139 185,109 133,900 16,652 302,357

３． そ の 他 6,573,499 6,729,699 480,600 395,680 6,814,619

(1) 臨時財政対策債 6,573,499 6,729,699 480,600 395,680 6,814,619

(2) 減 税 補 て ん 債 0 0 0 0 0

(3)
臨 時 税 収
補 て ん 債 0 0 0 0 0

26,956,144 27,076,562 5,518,600 3,297,921 29,297,241

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中
元金償還見込額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額

合 計

区 分
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報告第２号 

 

   平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の専

決処分の報告について 

 

 平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号）について

地方自治法第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第３号の規定により、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１

８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告

する。 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 
 

 

 

 

 

下水道事業特別会計補正予算書 

（第４号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱 岐 市 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

専決第２号 

 

   専決処分書 

 

地方自治法第１８０条第１項並びに壱岐市議会基本条例第１２条第１

項第３号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 平成３０年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,160 千円を減額

し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 374,492千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  平成３１年３月３１日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

1



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 （単位 ： 千円）

款 項

 5 繰入金 245,289 △3,860 241,429

 1 一般会計繰入金 245,289 △3,860 241,429

 8 市債 24,700 △3,300 21,400

 1 市債 24,700 △3,300 21,400

381,652 △7,160 374,492

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

下水道事業特別会計

2



     歳        出 （単位 ： 千円）

款 項

 1 下水道事業費 241,420 △6,100 235,320

 2 施設整備費 102,156 △6,100 96,056

 2 漁業集落排水整備 140,032 △1,060 138,972

事業費

 2 施設整備費 38,894 △1,060 37,834

381,652 △7,160 374,492

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計

下水道事業特別会計

3



　１．変更

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

下 水 道 事 業 債 24,700 証書
借入

年4.0％以内 21,700 証書
借入

年4.0％以内政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借換え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借換え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

第２表　地方債補正

起債の目的

補 正 前

（単位：千円）

補 正 後
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１．総括

歳　入 （単位 ： 千円）

款

 5 繰入金 245,289 △3,860 241,429

 8 市債 24,700 △3,300 21,400

381,652 △7,160 374,492

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

下水道事業特別会計

5



歳　出

款

 1 下水道事業費 241,420 △6,100 235,320

 2 漁業集落排水整備事業費 140,032 △1,060 138,972

381,652 △7,160 374,492歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

6



（単位 ： 千円）

0 △2,800 △3,300 0

0 △500 △560 0

0 △3,300 △3,860 0

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

下水道事業特別会計

7



２．歳入
 5款 繰入金

 1項 一般会計繰入金

目

 1 一般会計繰入金 245,289 △ 3,860 241,429

計 245,289 △ 3,860 241,429

 8款 市債

 1項 市債

 1 下水道事業債 24,700 △ 3,300 21,400

計 24,700 △ 3,300 21,400

下水道事業特別会計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

8



（単位 ： 千円）

節   

 1 一般会計繰入金 △ 3,860 一般会計繰入金（公共下水） △ 3,300

一般会計繰入金（漁業集落） △ 560

 1 下水道事業債 △ 3,300 公共下水道事業 △ 2,800

漁業集落環境整備事業 △ 500

下水道事業特別会計

区 分 金 額
説 明

9



３．歳出
 1款 下水道事業費

 2項 施設整備費

目

 1 施設整備費 102,156 △6,100 96,056 0 △2,800 △3,300

計 102,156 △6,100 96,056 0 △2,800 △3,300

 2款 漁業集落排水整備事業費

 2項 施設整備費

 1 施設整備費 38,894 △1,060 37,834 0 △500 △560

計 38,894 △1,060 37,834 0 △500 △560

下水道事業特別会計

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

10



(単位：千円)

節       

0 15 工事請負費 △6,100 インフラ等整備工事

下水道整備工事（起債）

0

0 11 需用費 △120 修繕料 △120

15 工事請負費 △940 施設整備工事

0

下水道事業特別会計

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

11



（単位：千円）

1. 公 営 企 業 債 1,879,699 1,848,960 24,900 87,316 1,786,544

(1) 下 水 道 1,048,669 1,017,959 18,500 55,188 981,271

(2) 漁 業 集 落 排 水 831,030 831,001 6,400 32,128 805,273

1,879,699 1,848,960 24,900 87,316 1,786,544

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

当 該 年 度 中
元金償還見込額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

合 計

当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 々 年 度 末
現 在 高

区 分
前 年 度 末
現 在 高 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
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報告第３号  

 

平成３０年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の 

報告について 

 

平成３０年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告す

る。 

  

令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 



（単位：円）

既 収 入
特 定 財 源

2 総務費 1 総務管理費 市役所庁舎耐震改修等事業 270,000,000 261,500,000 46,200,000 195,000,000 20,300,000

定住奨励事業 4,000,000 4,000,000 4,000,000

3 民生費 1 社会福祉費 プレミアム付商品券事業 3,266,000 3,266,000 3,266,000

2 児童福祉費 保育所等ブロック塀安全点検調査事業 607,000 607,000 607,000

4 衛生費 1 保健衛生費 壱岐葬斎場建設事業 863,325,000 863,325,000 811,200,000 52,125,000

2 清掃費
勝本自給肥料供給センターバキューム散布
車購入事業

13,538,000 11,815,200 11,815,200

5 農林水産業費 1 農業費 長崎県畜産クラスター構築事業 123,394,000 123,394,000 108,838,000 14,556,000

3 水産業費 漁村再生交付金事業 52,450,000 38,000,000 25,285,792 10,900,000 1,814,208

水産物供給基盤機能保全事業 9,370,000 9,044,000 7,235,200 1,700,000 108,800

漁業集落環境整備事業　繰出金 22,700,000 15,600,000 15,600,000

7 土木費 2 道路橋りょう費 道路橋りょう維持事業 61,000,000 53,500,000 53,500,000

道路橋りょう新設改良事業 243,000,000 198,760,000 47,198,000 128,600,000 22,962,000

3 河川費 急傾斜地崩壊対策事業 29,400,000 11,769,800 5,800,000 5,900,000 69,800

6 下水道費 公共下水道事業　繰出金 15,000,000 5,644,380 4,600,000 1,044,380

地方債 その他 一般財源

平成30年度　壱岐市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金     額
翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

国県支出金

1



（単位：円）

既 収 入
特 定 財 源

7 土木費 7 住宅費 公営住宅等ストック総合改善事業 80,440,000 80,440,000 10,998,000 69,400,000 42,000

9 教育費 2 小学校費 空調設備設置事業 522,748,000 290,000,000 61,509,000 207,400,000 21,091,000

田河小学校特別支援対策事業 1,480,000 1,480,000 1,480,000

芦辺小学校屋内運動場改築事業 183,625,000 169,674,880 60,502,000 103,600,000 5,572,880

ブロック塀安全対策工事 124,847,000 124,847,000 37,837,000 58,600,000 28,410,000

3 中学校費 空調設備設置事業 104,135,000 80,000,000 14,500,000 41,800,000 23,700,000

芦辺中学校校舎改築及び改修事業 631,494,000 631,494,000 178,589,000 429,900,000 23,005,000

ブロック塀安全対策工事 35,091,000 35,091,000 11,285,000 2,100,000 21,706,000

4 幼稚園費 空調設備設置事業 37,511,000 23,000,000 3,857,000 16,400,000 2,743,000

ブロック塀安全対策工事 20,056,000 20,056,000 6,464,000 12,800,000 792,000

5 社会教育費 壱岐島開発総合センター耐震化事業 128,278,000 128,278,000 62,972,000 65,300,000 6,000

10 災害復旧費 1
農林水産施設災害復旧
費

農地及び農業用施設災害復旧事業 532,183,000 528,910,000 448,471,924 21,085,093 59,352,983

2
公共土木施設災害復旧
費

公共土木施設災害復旧事業 497,000,000 445,400,000 290,846,000 128,900,000 25,654,000

4,609,938,000 4,158,896,260 1,431,653,916 2,294,100,000 21,085,093 412,057,251合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

地方債 その他 一般財源
款 項 事 業 名 金     額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

国県支出金
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報告第４号 

 

平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算

書の報告について 

 

平成３０年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費は、次のとお

り翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より報告する。 

  

令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

既 収 入
特 定 財 源

1 下水道事業費 2 施設整備費 公共下水道事業 51,500,000 20,368,760 10,024,380 4,700,000 5,644,380

2
漁業集落排水
整備事業費

2 施設整備費 漁業集落排水整備事業 22,700,000 15,600,000 15,600,000

74,200,000 35,968,760 10,024,380 4,700,000 21,244,380合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

左の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度　壱岐市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額
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報告第５号 

 

平成３０年度壱岐市一般会計予算の事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて 

 

平成２９年度公共土木施設災害復旧工事事業に係る事故繰越し繰越計

算書を調製したので、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により報

告する。 

  

令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 



（単位：円）

既 収 入

特定財源

10
災害復
旧費

2
公共土
木施設
費

公共土
木施設
災害復
旧事業
費

1,084,105,953 981,997,153 102,108,800 2,891,200 105,000,000 84,848,000 10,100,000 10,052,000

法面施工中に、崩
落の兆候が発生
し、二次災害の発
生が懸念されたこ
とから、直ちに工
事を中止し、地質
調査と工法の検討
を行った。これら
の調査及び検討、
また、新たに必要
となった対策工の
施工に不測の日数
を要し、年度内の
完成が不可能と
なった。

1,084,105,953 981,997,153 102,108,800 2,891,200 105,000,000 84,848,000 10,100,000 10,052,000

支 出 済 額 支 出 未 済 額 国県支出金
一 般
財 源

合    計

地 方 債

平成30年度　壱岐市一般会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事業名
支 出 負 担
行 為 額

左の内訳 支 出
負 担 行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

説明

1



議案第１号 

 

   消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

を別紙のとおり定める。 

 

令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、消費税及び地方消費税の税率

が引上げられることから、使用料、手数料等について所要の改正を行うた

め、関係条例の整備を行うものである。 



１ 

 

   消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

 

目次 

 第１章 総務部関係（第１条―第５条） 

 第２章 企画振興部関係（第６条―第１２条） 

 第３章 市民部関係（第１３条・第１４条） 

 第４章 保健環境部関係（第１５条―第１７条） 

 第５章 農林水産部関係（第１８条―第２４条） 

 第６章 建設部関係（第２５条―第２９条） 

 第７章 教育委員会関係（第３０条―第４１条） 

 第８章 消防本部関係（第４２条） 

 附則 
   第１章 総務部関係 
 （壱岐市自動車駐車場条例の一部改正） 

第１条 壱岐市自動車駐車場条例（平成１６年壱岐市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

  別表中「当り」を「当たり」に、「４，１１０円」を「４，１８０円」に、

「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

 （壱岐市テレワーク施設条例の一部改正） 
第２条 壱岐市テレワーク施設条例（平成３０年壱岐市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 
  別表中 
 「                 「 

１月 ４５，０００円  １月 ４５，８３０円 

１月 １５，０００円  １月 １５，２７０円 

１月 ８，０００円  １月 ８，１４０円 

 ５，０００円   ５，０９０円 

利用者が入場料又はこれに類す

る費用等を徴収して使用する場

合は、１時間当たり５００円 

 利用者が入場料又はこれに類す

る費用等を徴収して使用する場

合は、１時間当たり５００円 

１月 ３０，０００円  １月 ３０，５５０円 

                 」を                」 



２ 

 

に改める。 
 （壱岐市芦辺浦住民集会所条例の一部改正） 

第３条 壱岐市芦辺浦住民集会所条例（平成１６年壱岐市条例第１０８号）の

一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

５１０円 （１，５４０円） 

８２０円 （３，６００円） 

１，２３０円 （５，１４０円） 

２，０５０円 

（上記単位ごと金額を加算） 

                      」を 

 「 

５１０円 （１，５６０円） 

８３０円 （３，６６０円） 

１，２５０円 （５，２３０円） 

２，０８０円 

（上記単位ごと金額を加算） 

                      」に改める。 

 （壱岐市自動車教習場条例の一部改正） 
第４条 壱岐市自動車教習場条例（平成１６年壱岐市条例第１１４号）の一部

を次のように改正する。 
  第７条中「５０４，０００円」を「５１３，３３０円」に改める。 
  別表第１から別表第３までを次のように改める。 
 別表第１（第４条関係） 
   運転練習のためのコース使用料 

車両区分 

時間 

普通自動二輪車 普通自動車 

１台につき５０分以内 ３００円 ６３０円 

 別表第２（第４条、第６条関係） 



３ 

 

   本科 
区

分 

車種別 所持免

許別 

入所手数料

（円） 

教程

数 

金額（円） 備考 

昼間 夜間 

学 普通自 初心者  ３２ ４２，２３０ ４２，２３０入学 

科 動車 

（ＡＴ

限定車

を含む 

。） 

自動二

輪車 

 ２ ２，６３０ ２，６３０に要

する

一切

の費

用及

び消

費税

を含

む。 

１教

程は

５０

分と

する 

。 

大型特

殊自動

車 

 ３ ３，９５０ ３，９５０

仮免許  １７ ２２，４３０ ２２，４３０

普通自

動二輪

車（限

定） 

初心者  ３２ ４２，２３０ ４２，２３０

普通自

動車 

 １ １，３１０ １，３１０

大型特

殊自動

車 

初心者  ２２ ２９，０３０ ２９，０３０

技

能

免

許

所

持

者 

普通自

動車 

自動二

輪車 

６，２６０３２１５３，４６０ １６１，１３０

大型特

殊自動

車 

６，２６０２６１２４，３００ １３８，４４０

仮免許 ６，２６０１７ ８１，２４０ ９０，４８０

限定 ４，７１０ ４ １６，６５０ １８，８１０

 普通自

動車

（ＡＴ

限定車 

） 

自動二

輪車 

６，２６０２９１３９，０７０ １４６，０３０

 大型特

殊自動

車 

６，２６０２３１０９，８９０ １２２，５１０

  仮免許 ６，２６０１７ ８１，２４０ ９０，４８０

限定 ４，７１０ ４ １６，６５０ １８，８１０

大型特

殊自動

自動二

輪車 

４，７１０１０ ４８，４００ ５３，２３０



４ 

 

車 普通自

動車 

４，７１０ ６ ３２，３６０ ３４，７６０

  大型自

動車 

限定 

  

 普通自

動二輪

車（限

定） 

普通自

動車 

大型自

動車 

大型特

殊自動

車 

４，７１０１０ ３１，１６０ ３１，１６０

技

能

初

心

者 

普通自

動車 

 ６，２６０３４１６２，６６０ １８１，１４０

普通自

動車 

（ＡＴ

限定車 

） 

 ６，２６０３１１４８，２８０ １６５，０７０

普通自

動二輪

車（限

定） 

 ４，７１０１２ ３７，４００ ３７，４００

大型特

殊自動

車 

 ４，７１０１２ ５８，０１０ ６３，７７０

 別表第３（第４条関係） 

   補習課・練習課 
車種別 科目 教程時間 

（分） 

金額（円） 

昼間 夜間 

普通自動車 補習課 ５０ ４，３６０ ４，３６０ 

普通自動車 練習課 ５０ ４，９００ ４，９００ 

普通自動二輪車 補習課 ５０ ２，９８０ ２，９８０ 



５ 

 

普通自動二輪車 練習課 ５０ ３，５４０ ３，５４０ 

大型特殊自動車 補習課 ５０ ５，２６０ ５，２６０ 

大型特殊自動車 練習課 ５０ ５，９８０ ５，９８０ 

 （壱岐市三島航路事業条例の一部改正） 
第５条 壱岐市三島航路事業条例（平成２２年壱岐市条例第７号）の一部を次

のように改正する。 
  別表の１ 一般旅客運賃の部中 
 「         「 

３５０円  ３６０円 

４３０円  ４４０円 

         」を        」に改め、同表の２ 往復旅客運賃

（三島から渡良浦又は郷ノ浦までの間往復１回乗船する場合に適用する運賃

とする。）の部中「６９０円」を「７１０円」に改め、同表の４ 割引運賃

の部第１号の表中 
 「           「 

１２，６００円  １２，９６０円 

１５，４８０円  １５，８４０円 

           」を           」に、 
 「           「 

８，４００円  ８，６４０円 

１０，３２０円  １０，５６０円 

           」を           」に改め、同表の５ 臨

時運航料金の部中 
 「               「 

１回につき２８，０００円  １回につき２８，８００円 

１回につき３４，４００円  １回につき３５，２００円 

               」を               」に改

め、同表の７ 特殊手荷物運賃の部中 

 「          「 

４１０円  ４２０円 

６１０円  ６２０円 



６ 

 

８２０円  ８４０円 

          」を         」に改め、同表の８ 自動車航

送運賃の部中 

 「                「 

１，９２０円 ３，０１０円  １，９５０円 ３，０７０円 

２，１７０円 ３，４９０円  ２，２１０円 ３，５５０円 

２，４１０円 ３，８６０円  ２，４５０円 ３，９３０円 

２，６４０円 ４，３４０円  ２，６９０円 ４，４２０円 

３，０９０円 ５，０７０円  ３，１４０円 ５，１６０円 

                」を               」に

改める。 

   第２章 企画振興部関係 
 （壱岐市ケーブルテレビ施設条例の一部改正） 

第６条 壱岐市ケーブルテレビ施設条例（平成２２年壱岐市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。 
  第１１条第１項第１号中「１，０２０円」を「１，０４０円」に改め、同

項第２号中「３，０８０円」を「３，１４０円」に改める。 

 （壱岐市魚菜市場条例の一部改正） 
第７条 壱岐市魚菜市場条例（平成１６年壱岐市条例第１８７号）の一部を次

のように改正する。 
  別表の１ シーフードセンターの部中 
 「            「 

            」を           」に改め、同表の２  

１１，３１０円 １１，５２０円 

９，２５０ ９，４２０円 

８，２２０ ８，３８０円 

７，２００ ７，３３０円 

６，１７０ ６，２８０円 

５，１４０ ５，２３０円 

５，１４０ ５，２３０円 

５，１４０ ５，２３０円 

４，１１０ ４，１９０円 



７ 

 

 朝市売場の部中「１４，４００円」を「１４，６６０円」に改める。 
 （壱岐市商工業等研修施設条例の一部改正） 
第８条 壱岐市商工業等研修施設条例（平成１６年壱岐市条例第１８８号）の

一部を次のように改正する。 
  第７条第１項中「１０，２８０円」を「１０，４７０円」に改める。 
 （壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正） 
第９条 壱岐市営印通寺共同店舗条例（平成１６年壱岐市条例第１９０号）の

一部を次のように改正する。 
  第５条中「（別記様式）」を削る。 
  別表中「１５１，２００円」を「１５４，０００円」に改める。 
  別記様式を削る。 
 （マリンパル壱岐条例の一部改正） 
第１０条 マリンパル壱岐条例（平成１６年壱岐市条例第１９１号）の一部を

次のように改正する。 
  別表中 
 「 

半日 ３０，８５０円 

１日 ５１，４２０円 

 

半日 ２，０５０円 

１日 ４，１１０円 

半日 ５１０円 

１日 １，０２０円 

半日 １，０２０円 

１日 ２，０５０円 

半日 ３００円 

１日 ６１０円 

半日 ２，０５０円 

１日 ４，１１０円 

半日 ５１０円 

１日 １，０２０円 

                             」を 
 「 

半日 ３１，４２０円 

１日 ５２，３８０円 

 

半日 ２，０９０円 

１日 ４，１９０円 

半日 ５２０円 

１日 １，０４０円 

半日 １，０４０円 

１日 ２，０９０円 

半日 ３１０円 

１日 ６２０円 



８ 

 

半日 ２，０９０円 

１日 ４，１９０円 

半日 ５２０円 

１日 １，０４０円 

                             」に改め、備

考の欄を削る。 
 （サンドーム壱岐条例の一部改正） 
第１１条 サンドーム壱岐条例（平成１６年壱岐市条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 
  別表中 
 「            「 

８２０円 

４１０円 

無料 

２００円 

           」を           」に、 
 「               「 

１時間 ７２０円 

 

 

 １時間 ７３０円 

 

 

１時間 １，０２０円  １時間 １，０４０円 

               」を               」に、 
 「              「 

７２０円 

１，４４０円 

              」を             」に改める。 
 （壱岐市シーサイド小水浜条例の一部改正） 

第１２条 壱岐市シーサイド小水浜条例（平成１６年壱岐市条例第１９５号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「２０，５７０円」を「２０，９５０円」に改める。 

   第３章 市民部関係 
 （壱岐市地域福祉活動拠点施設条例の一部改正） 

第１３条 壱岐市地域福祉活動拠点施設条例（平成２２年壱岐市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

８３０円 

４１０円 

無料 

２１０円 

７３０円 

１，４６０円 



９ 

 

区分 単位 使用料 備考 

壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや 

イベントホール １時間 １，０４０円 冷暖房利用の場

合は、１時間当

たり左記使用料 

研修室Ａ・Ｂ １時間 各３１０円 

保健研修室 １時間 ３１０円 

ボランティアルーム １時間 ３１０円 金額を冷暖房使 

コミュニティルーム

Ａ・Ｂ 

１時間 各３１０円 用料とする。 

ＡＶホール １時間 ５２０円 

娯楽室 １時間 １，０４０円  

リラクゼーションカ

プセル 

１人１回 ２１０円  

トレーニングルーム １人１回 ２１０円  

一般浴室 １人１回 ３１０円  

ゲートボール場（屋

根付） 

１コート１時間（照

明利用時のみ） 

２１０円  

キッズゲレンデ ボード貸出１枚 １００円  

壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ 

イベントホール １時間 １，０４０円 冷暖房利用の場

合は、１時間当

たり左記使用料

金額を冷暖房使

用料とする。 

ボランティアルーム １時間 ３１０円 

研修室 １時間 ３１０円 

生涯学習室 １時間 ３１０円 

ふれあいルーム １時間 ３１０円 

娯楽室 １時間 １，０４０円  

一般浴室 １人１回 ３１０円  

トレーニングルーム １人１回 ２１０円  

イベントハウス １回 １，０４０円  

壱岐市石田町総合福祉センター 



１０ 

 

会議室 １時間 ３１０円 冷暖房利用の場

合は、１時間当

たり左記使用料

金額を冷暖房使

用料とする。 

談話室 １時間 ３１０円 

ボランティア室 １時間 ３１０円 

一般浴室 １人１回 ３１０円  

ゲートボール場（屋

根付） 

１コート１時間（照

明利用時のみ） 

２１０円  

  注） 

   １ 利用時間に１時間未満の端数がある場合は、１時間として計算する。 

   ２ 営利を目的として利用する場合は、１０割以上加算する。 

 （壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例の一部改正） 

第１４条 壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例（平成２４年壱岐市

条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１号中「９，２５０円」を「９，４２０円」に、「１，０８０円」

を「１，１００円」に改める。 

   第４章 保健環境部関係 
 （壱岐市国民健康保険直営診療所条例の一部改正） 

第１５条 壱岐市国民健康保険直営診療所条例（平成１６年壱岐市条例第１３

７号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「          「 

円 

６，１７０ 

４，１１０ 

４，１１０ 

２，０５０ 

１，０２０ 

５１０ 

１０，２８０ 

４，１１０ 

４，１１０ 

３，０８０ 

 円 

６，２８０ 

４，１８０ 

４，１８０ 

２，０８０ 

１，０３０ 

５１０ 

１０，４７０ 

４，１８０ 

４，１８０ 

３，１３０ 



１１ 

 

１５，４２０ 

４，１１０ 

２，０５０ 

 １５，７００ 

４，１８０ 

２，０８０ 

 

５，４００ 

４，３２０ 

４，３２０ 

３，２４０ 

  

５，５００ 

４，４００ 

４，４００ 

３，３００ 

          」を         」に改める。 

 （壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第１６条 壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１６年壱岐市条例

第１４５号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２中「２，５７０円」を「２，６１０円」に、「４，１１０円」を

「４，１９０円」に改める。 

 （壱岐市自給肥料供給センター条例の一部改正） 

第１７条 壱岐市自給肥料供給センター条例（平成１８年壱岐市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「５１０円」を「５２０円」に、「３００円」を「３１０円」に、

「５，１４０円」を「５，２３０円」に改める。 

   第５章 農林水産部関係 
 （壱岐市堆肥センター条例の一部改正） 

第１８条 壱岐市堆肥センター条例（平成２２年壱岐市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 
  別表中「５１０円」を「５２０円」に、「４，６２０円」を「４，７１０

円」に、「４，１６０円」を「４，２４０円」に、「２，５７０円」を「２，

６１０円」に、「２，３１０円」を「２，３５０円」に、「２５０円」を「２

６０円」に改める。 

（壱岐市農業機械銀行条例の一部改正） 

第１９条 壱岐市農業機械銀行条例（平成１６年壱岐市条例第１６０号）の一

部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

機械名 使用料 備考 



１２ 

 

 単位 金額  

中型ブルドーザ

ー 

１時間 
５，８４０円 

 

大型トラクター 

 

 

 

〃 ７，７９０円 ハローによる代かき 

〃 
６，２８０円 

作業幅２．２ｍ以上のロータ

リー 

〃 ５，２１０円 通常耕起、代かき 

〃 
４，４００円 

プラウ、パワーディスク、ス

タブルカルチ 

〃 ３，７７０円 播種作業 

小型トラクター 〃 ４，４００円 通常耕起、代かき、溝上げ機 

〃 ２，５１０円 播種作業 

中型バックホー 〃 ７，７３０円  

小型バックホー 〃 ５，０２０円  

ミニバックホー 〃 ３，７７０円  

カッティングロ １梱包 １，４６０円 ９０ｃｍロールのみ 

ールベーラー  １，７６０円 １００ｃｍロールのみ 

  ２，０５０円 １１０ｃｍロールのみ 

  ２，３４０円 １２０ｃｍロールのみ 

  ２，０９０円 ９０ｃｍラッピング込み 

  ２，５１０円 １００ｃｍラッピング込み 

  
２１０円 

委託者の倉庫への積み下ろし

作業、各単価へ加算 

ラッピングマシ

ーン 

〃 ７８０円 ８５ｃｍ 

８３０円 ９０ｃｍ 

９４０円 １００ｃｍ 

ヘイベーラー 〃 １２０円  

モアコンディシ

ョナー 

１時間 
５，５３０円 

 

ディスクモアー 〃 ４，４００円  

ロータリテッダ 〃 ４，７１０円 反転、集草作業 

ブロードキャス

タ 

〃 
４，７１０円 

肥料散布 



１３ 

 

弾丸暗渠 〃 ４，４００円 排水整備作業 

中型ホイルロー

ダー 

〃 

 

４，７１０円 

 

 

小型ホイルロー

ダー 

〃 
３，８９０円 

 

乗用管理機 〃 ５，２１０円  

４トンダンプ 〃 ４，７１０円  

２トンダンプ 〃 ３，８９０円  

回送車 片道１回 １１，０００円  

 （壱岐風民の郷条例の一部改正） 
第２０条 壱岐風民の郷条例（平成１６年壱岐市条例第１６５号）の一部を次

のように改正する。 
  別表使用料の部中 

 「 

農 
林 
漁 
業 
体 
験 
実 
習 
館 

（視聴覚室） １回 

 

 

３００ ４１０ 

（体験実習室） ３００ ４１０ 

（調理実習室） １，０２０ １，５４０ 

（農産加工室） １，０２０ １，５４０ 

（地域食材供給室

等） 

１月 ５１，４２０ 

学
童
体
験
農
園 

（貸農園） １区画 

（４０㎡）

／年 

２，０５０ 

（収益農園） １０ａ／

年 

１０，２８０ 

                                 」を 

 「 

農
林
漁
業
体
験
実
習 

視聴覚室 １回 ３１０ ４１０ 

体験実習室 ３１０ ４１０ 

調理実習室 １，０４０ １，５７０ 

農産加工室 １，０４０ １，５７０ 



１４ 

 

館 地域食材供給室等 １月 ５２，３８０ 

学
童
体
験
農
園 

貸農園 １区画 

（４０㎡）

／年 

２，０９０ 

収益農園 １０ａ／

年 

１０，４７０ 

                                 」に

改める。 

 （壱岐出会いの村条例の一部改正） 
第２１条 壱岐出会いの村条例（平成１６年壱岐市条例第１６６号）の一部を

次のように改正する。 
  別表第１の１ 宿泊室（１人１泊につき）の部中「２，８００円」を「２，

９００円」に改める。 

  別表第２中「１５，４００円」を「１５，７００円」に改める。 

 （壱岐市死亡獣畜取扱場条例の一部改正） 
第２２条 壱岐市死亡獣畜取扱場条例（平成１６年壱岐市条例第１５５号）の

一部を次のように改正する。 

  別表中「１，０２０円」を「１，０４０円」に、「５，１４０円」を「５，

２３０円」に改める。 
 （壱岐市水産共同作業施設条例の一部改正） 
第２３条 壱岐市水産共同作業施設条例（平成１６年壱岐市条例第１８０号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「２，０５０円」を「２，０８０円」に改める。 

 （壱岐市営ターミナルビル条例の一部改正） 

第２４条 壱岐市営ターミナルビル条例（平成１６年壱岐市条例第２０９号）

の一部を次のように改正する。 

  別表の１ 郷ノ浦港ターミナルビル使用料の部中 

 「              「 

１６，７６０円  １７，０７０円 

１６，７６０円  １７，０７０円 

２８，４９０円  ２９，０１０円 

５，６５０円  ５，７５０円 

４，１１０円  ４，１８０円 



１５ 

 

２，２４６，４００円  ２，２８８，０００円 

              」を             」に改め、同

表の２ 芦辺港ターミナルビル使用料の部中 

 「              「 

 

１９，８５０円 

１４，４００円 

  

２０，２１０円 

１４，６６０円 

１９，８５０円  ２０，２１０円 

３３，７３０円  ３４，３５０円 

３３，７３０円  ３４，３５０円 

３３，７３０円  ３４，３５０円 

４，１１０円  ４，１８０円 

３，３５７，２５０円  ３，４１９，４２０円 

              」を             」に改め、同

表の３ 印通寺港ターミナルビル使用料の部中 

 「              「 

１７，５８０円  １７，９００円 

１７，５８０円  １７，９００円 

２９，８２０円  ３０，３７０円 

４，１１０円  ４，１８０円 

２，９２５，２５０円  ２，９７９，４２０円 

              」を             」に改める。 

   第６章 建設部関係 
 （壱岐市漁業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第２５条 壱岐市漁業集落排水処理施設条例（平成１６年壱岐市条例第１８４

号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項ただし書を削る。 

  別表第１中「６３０円」を「６４０円」に、「２３６円」を「２４０円」

に、「１，５５０円」を「１，５７０円」に改める。 

 （壱岐市都市公園条例の一部改正） 
第２６条 壱岐市都市公園条例（平成１６年壱岐市条例第１９８号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第２の２ 第３条第１項各号に掲げる行為をする場合の部中 

 



１６ 

 

「            「 

金額  金額（円） 

１，０２０円  １，０４０ 

１，０２０円  １，０４０ 

５，３４０円  ５，４４０ 

２０円  ２０ 

２，１６０円  ２，２００ 

」を           」に改め、同表の３ 有

料公園施設を利用する場合の部中 

「            「 

金額  金額（円） 

２，１６０円  ２，２００ 

１，０２０  １，０４０ 

６０  ６０ 

３０  ３０ 

２，１６０  ２，２００ 

３００  ３１０ 

１５０  １５０ 

１，２３０  １，２５０ 

３００  ３１０ 

１５０  １５０ 

７２０  ７３０ 

５１０  ５２０ 

３００  ３１０ 

１，０２０  １，０４０ 

２００  ２００ 

１００  １００ 

３００  ３１０ 

            」を           」に、 

 「            「 

６１０  ６２０ 

４１０  ４１０ 



１７ 

 

３００  ３１０ 

２００  ２００ 

１，８５０  １，８８０ 

１，２３０  １，２５０ 

            」を           」に、 

 「            「 

３００  ３１０ 

４１０  ４１０ 

            」を           」に改める。 

 （壱岐市特定地区公園条例の一部改正） 
第２７条 壱岐市特定地区公園条例（平成１６年壱岐市条例第１９９号）の一

部を次のように改正する。 
  別表第２ 有料公園施設使用料の部中「３００円」を「３１０円」に改め、

同表 第３条第１項各号に掲げる行為をする場合（青嶋公園関係）の部中 

 「            「 

１，０２０円  １，０４０円 

１，０２０円  １，０４０円 

５，３４０円  ５，４４０円 

２０円  ２０円 

２，１６０円  ２，２００円 

」を           」に改める。 

 （壱岐市公共下水道条例の一部改正） 

第２８条 壱岐市公共下水道条例（平成１６年壱岐市条例第２０１号）の一部

を次のように改正する。 

  別表中「５１０円」を「５２０円」に、「１６５円」を「１６８円」に、

「１，０２０円」を「１，０４０円」に改める。 

 （壱岐市水道事業給水条例の一部改正） 
第２９条 壱岐市水道事業給水条例（平成１６年壱岐市条例第２１２号）の一

部を次のように改正する。 

  第１５条第２項ただし書を削る。 

別表第１中「６３０円」を「６４０円」に、「２３６円」を「２４０円」

に、「２５７円」を「２６０円」に、「１，５５０円」を「１，５７０円」

に改める。 



１８ 

 

別表第２中「４１，１４０円」を「４１，９００円」に、「８２，２８０

円」を「８３，８００円」に、「１８５，１４０円」を「１８８，５６０円」

に、「２５７，１４０円」を「２６１，９００円」に、「５１４，２８０円」

を「５２３，８００円」に改める。 

   第７章 教育委員会関係 
 （壱岐市公民館条例の一部改正） 

第３０条 壱岐市公民館条例（平成１６年壱岐市条例第９０号）の一部を次の

ように改正する。 
  別表中 
 「 

基本使用料 超過１

時間当

たり単

価 

冷暖房使用料 超過１

時間当

たり単

価 

昼間 
夜間 

昼間 

夜間 
午前 午後 午前 午後 

1,540円 2,050円 2,050円 510円 770円 1,020円 1,020円 250円 

920 1,230 1,230 300 610 820 820 200 

610 820 820 200 300 410 410 100 

610 820 820 200 300 410 410 100 

610 820 820 200 300 410 410 100 

610 820 820 200 300 410 410 100 

」を 
 「 

基本使用料（円） 超過１時

間当たり

単価

（円） 

冷暖房使用料（円） 超過１時

間当たり

単価

（円） 

昼間 
夜間 

昼間 

夜間 
午前 午後 午前 午後 

1,570 2,090 2,090 520 780 1,040 1,040 260 

940 1,250 1,250 310 620 830 830 200 

620 830 830 200 310 410 410 100 

620 830 830 200 310 410 410 100 

620 830 830 200 310 410 410 100 

620 830 830 200 310 410 410 100 



１９ 

 

」に

改める。 
 （壱岐西部開発総合センター条例の一部改正） 

第３１条 壱岐西部開発総合センター条例（平成１６年壱岐市条例第９５号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

基本使用料 冷暖房装置使用料 

単位 

 

昼間 

８時３０分～１７時 

夜間 

１７時～２２時 

（１時間当たり） 

 

１時間 ２，１６０円 ２，６７０円 １，５４０円 

１時間 ３，７００ ４，２１０ １，５４０ 

１回 ３，１８０ ４，２１０ ５１０ 

１回 ５，３４０ ７，４００ ５１０ 

１回 ５１０ １，０２０ ３００ 

１回 １，０２０ １，５４０ ３００ 

１回 ３００ ４１０ ２００ 

    」を 

 「 

基本使用料（円） 冷暖房装置使用料 

単位 

 

昼間 

８時３０分～１７時 

夜間 

１７時～２２時 

（円／１時間） 

１時間 ２，２００ ２，７２０ １，５７０ 

１時間 ３，７７０ ４，２９０ １，５７０ 

１回 ３，２４０ ４，２９０ ５２０ 

１回 ５，４４０ ７，５４０ ５２０ 

１回 ５２０ １，０４０ ３１０ 

１回 １，０４０ １，５７０ ３１０ 

１回 ３１０ ４１０ ２００ 

                                 」に

改める。 

 （壱岐島開発総合センター条例の一部改正） 

第３２条 壱岐島開発総合センター条例（平成１６年壱岐市条例第９６号）の

一部を次のように改正する。 



２０ 

 

  別表大集会室の項中「３，１８０円」を「３，２４０円」に、「１，０２

０円」を「１，０４０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に改め、

同表小会議室（１室当たり）の項中「１，０２０」を「１，０４０円」に、

「２００」を「２００円」に、「３００」を「３１０円」に改め、同表備考

の項中「１，０２０円」を「１，０４０円」に改める。 

 （壱岐市体育施設条例の一部改正） 
第３３条 壱岐市体育施設条例（平成１６年壱岐市条例第９８号）の一部を次

のように改正する。 
  別表中 
 「 

全点灯のとき、１時間以内３，７００円、１時間増す

ごとに３，７００円を追加 
軟式野球及びソフトボール両面のとき、１時間以内 
３，０８０円、１時間増すごとに３，０８０円を追加 
ソフトボール１面のとき、１時間以内２，５７０円、

１時間増すごとに２，５７０円を追加 
３０分以内１，０２０円 
３０分増すごとに１，０２０円を追加 
コート１面１時間につき５１０円 
３０分以内７２０円 
３０分増すごとに７２０円を追加 
３０分以内８００円 
３０分増すごとに８００円を追加 
３０分以内８００円 
３０分増すごとに８００円を追加 
体育館 １回 ５１０円 
１回 ５１０円 

                            」を 
 「 

全点灯のとき、１時間以内３，７７０円、１時間増す

ごとに３，７７０円を追加 
軟式野球及びソフトボール両面のとき、１時間以内 
３，１４０円、１時間増すごとに３，１４０円を追加 
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ソフトボール１面のとき、１時間以内２，６１０円、１

時間増すごとに２，６１０円を追加 

３０分以内１，０４０円 
３０分増すごとに１，０４０円を追加 
コート１面１時間につき５２０円 
３０分以内７３０円 
３０分増すごとに７３０円を追加 
３０分以内８１０円 
３０分増すごとに８１０円を追加 
３０分以内８１０円 
３０分増すごとに８１０円を追加 
体育館 １回 ５２０円 
１回 ５２０円 

                            」に、 
 「           「 

８２０  ８３０ 
５１０  ５２０ 
３００  ３１０ 

          」を          」に、 
 「           「 

１，６４０  １，６７０ 
 １，０２０  １，０４０ 

          」を          」に、 
 「           「 

４１０  ４１０ 
２５０  ２６０ 

          」を          」に、 
 「           「 

８２０  ８３０ 
４１０  ４１０ 
５１０  ５２０ 
２５０  ２６０ 

」を          」に改める。 
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 （壱岐市ふれあい広場条例の一部改正） 

第３４条 壱岐市ふれあい広場条例（平成１６年壱岐市条例第９９号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「           「 

金額  金額（円） 

２０，５７０円  ２０，９５０ 

１，０２０  １，０４０ 

５，３４０  ５，４４０ 

５１，４２０  ５２，３８０ 

２，１６０  ２，２００ 

」を          」に改める。 

  別表第２中 

 「           「 

金額  金額（円） 

３００円  ３１０ 

１５０  １５０ 

１，３３０  １，３６０ 

３００  ３１０ 

１５０  １５０ 

８２０  ８３０ 

２００  ２００ 

１００  １００ 

２５０  ２６０ 

１，２３０  １，２５０ 

６１０  ６２０ 

２，２６０  ２，３００ 

６１０  ６２０ 

３００  ３１０ 

８２０  ８３０ 

３００  ３１０ 

          」を          」に改める。 

 （壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正） 

第３５条 壱岐市勝本Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１６年壱岐市条例第１０

０号）の一部を次のように改正する。 
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別表中「使用料」を「使用料（円）」に、
「  円 

５１０」
を「５２０」に改める。 

 （壱岐文化ホール条例の一部改正） 

第３６条 壱岐文化ホール条例（平成１６年壱岐市条例第１１５号）の一部を

次のように改正する。 

  第４条中「壱岐文化ホール（以下「文化ホール」という。）」を「文化ホ

ール」に改める。 

  第７条第１項ただし書及び第２項中「付属設備」を「附属設備」に改め

る。 

  第１５条第１項第２号中「備え付け」を「備付け」に改める。 

 第１６条中「付帯設備」を「附帯設備」に改める。 

  別表中 

 「 

午前９時～１

２時 

午後１３時～

１７時 

夜間１８時～

２２時 

冷暖房料 

（１時間当たり）

円 

１０，２８０ 

円 

１５，４２０ 

円 

２０，５７０ 

円 

６，１７０ 

１２，３４０ １７，４８０ ２３，６５０ ６，１７０ 

１，３３０ １，６４０ １，９５０ ５１０ 

１，１３０ １，６４０ １，８５０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

１，０２０ １，２３０ １，４４０ ４１０ 

１，０２０ １，２３０ １，４４０ １，０２０ 

５，１４０ ６，１７０ ７，２００ ４，１１０ 

６，１７０ ７，２００ ８，２２０ ４，１１０ 

１２，３４０ １５，４２０ １８，５１０ ４，１１０ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 
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５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

１，２３０ １，４４０ １，６４０ ４１０ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

５１０ ６１０ ７２０ ２００ 

１，２３０ １，４４０ １，６４０ ４１０ 

１，０２０ １，２３０ １，４４０ ４１０ 

１，０２０ １，２３０ １，４４０ ４１０ 

１，０２０ １，２３０ １，４４０ ４１０ 

料金を徴収する場合には、１時間当たり２，０５０円 

                                 」を 

 「 

午前 午後 夜間 冷暖房料 

（円／１時間） 

 

９時～１２時 

（円） 

１３時～１７時 

（円） 

１８時～２２時 

（円）

１０，４７０ １５，７１０ ２０，９５０ ６，２８０ 

１２，５７０ １７，８００ ２４，０９０ ６，２８０ 

１，３６０ １，６７０ １，９９０ ５２０ 

１，１５０ １，６７０ １，８８０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

１，０４０ １，２５０ １，４６０ ４１０ 

１，０４０ １，２５０ １，４６０ １，０４０ 

５，２３０ ６，２８０ ７，３３０ ４，１９０ 

６，２８０ ７，３３０ ８，３８０ ４，１９０ 

１２，５７０ １５，７１０ １８，８５０ ４，１９０ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 
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５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

１，２５０ １，４６０ １，６７０ ４１０ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

５２０ ６２０ ７３０ ２００ 

１，２５０ １，４６０ １，６７０ ４１０ 

１，０４０ １，２５０ １，４６０ ４１０ 

１，０４０ １，２５０ １，４６０ ４１０ 

１，０４０ １，２５０ １，４６０ ４１０ 

料金を徴収する場合には、１時間当たり２，０９０円 

                                 」に、

「繰り上げて」を「繰上げて」に、「付属設備」を「附属設備」に改める。 

 （壱岐市文化財展示施設条例の一部改正） 

第３７条 壱岐市文化財展示施設条例（平成２２年壱岐市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

  第９条第１項の表中「１，０００円」を「１，０１０円」に改める。 

 （原の辻一支国王都復元公園条例の一部改正） 

第３８条 原の辻一支国王都復元公園条例（平成２１年壱岐市条例第３９号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「５０，０００円」を「５０，９２０円」に改める。 

 （壱岐市石田ふれあいの森広場条例の一部改正） 

第３９条 壱岐市石田ふれあいの森広場条例（平成１６年壱岐市条例第１１２

号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「８００円」を「８１０円」に改める。 

 （壱岐市全天候型多目的施設条例の一部改正） 

第４０条 壱岐市全天候型多目的施設条例（平成１６年壱岐市条例第１３１号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「６，１７０円」を「６，２８０円」に、「４，１１０円」を「４，

１９０円」に、「８２０円」を「８３０円」に改める。 

 （壱岐市石田農村環境改善センター条例の一部改正） 

第４１条 壱岐市石田農村環境改善センター条例（平成１６年壱岐市条例第
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１５８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

3,180 3,180 4,320 3,180 3,180 4,320 1,020 1,230 5,340 5,340 6,480 

1,440 1,440 1,850 1,230 1,230 1,230 410 610 1,640 1,640 2,160 

720 720 920 610 610 610 200 300 720 720 920 

720 720 920 610 610 610 200 300 720 720 920 

1,440 1,440 1,850 1,230 1,230 1,230 410 610 1,640 1,640 2,160 

720 720 920 610 610 610 200 300 1,540 1,540 1,540 

  300 300 300   510 510 510 

                                  」を 

 「 

3,240 3,240 4,400 3,240 3,240 4,400 1,040 1,250 5,440 5,440 6,600 

1,460 1,460 1,880 1,250 1,250 1,250 410 620 1,670 1,670 2,200 

730 730 940 620 620 620 200 310 730 730 940 

730 730 940 620 620 620 200 310 730 730 940 

1,460 1,460 1,880 1,250 1,250 1,250 410 620 1,670 1,670 2,200 

730 730 940 620 620 620 200 310 1,570 1,570 1,570 

  310 310 310   520 520 520 

」に 

改める。 

   第８章 消防本部関係 
 （壱岐市消防関係手数料条例の一部改正） 
第４２条 壱岐市消防関係手数料条例（平成１６年壱岐市条例第２２８号）の

一部を次のように改正する。 
  別表第１の② 消防法第１１条第１項前段の規定による設置の許可を受け

ようとする者の部浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の款中 
 「             「 

１，５８０，０００円  １，５９０，０００円 

１，９４０，０００円  １，９５０，０００円 

２，２６０，０００円  ２，２７０，０００円 

」を             」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
 （使用料等に関する経過措置） 
２ この条例（第４条、第１５条、第１６条、第２５条、第２８条、第２９条

及び第４２条の規定を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の施設の利用等に係る使

用料等（附則第４項に規定する使用料を除く。）について適用し、施行日前

の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。 
 （壱岐市自動車教習場条例に関する経過措置） 
３ 第４条の規定による改正後の壱岐市自動車教習場条例の規定は、施行日以

後の施設等の利用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、

施行日前の施設等の利用に係る使用料で施行日以後に納付するもの及び施行

日以後の施設等の利用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、

なお従前の例による。 
 （壱岐市三島航路事業条例に関する経過措置） 
４ この条例の施行の際現に第５条の規定による改正前の壱岐市三島航路事業

条例の規定により発行されている回数券によって施行日以後に利用する場合

の使用料については、同条の規定による改正後の壱岐市三島航路事業条例の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 （壱岐市国民健康保険直営診療所条例に関する経過措置） 
５ 第１５条の規定による改正後の壱岐市国民健康保険直営診療所条例の規定

は、施行日以後に発行する診断書又は意見書に係る手数料について適用し、

施行日前に発行した診断書又は意見書の手数料については、なお従前の例に

よる。 

 （壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に関する経過措置） 

６ 第１６条の規定による改正後の壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の処理

に係る手数料については、なお従前の例による。 

 （壱岐市漁業集落排水処理施設条例に関する経過措置） 

７ 施行日前から継続する排水処理施設の使用で、施行日から令和元年１０月

３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後初

めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後であるものにあ

っては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の
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法律（平成２４年法律第６８号）附則第１６条第１項において準用する同法

附則第５条第２項の規定により３１年旧消費税法（同条第１項に規定する３

１年旧消費税法をいう。）第２９条に規定する税率が適用される部分。次項

において同じ。）に係る使用料については、第２５条の規定による改正後の

壱岐市漁業集落排水処理施設条例第１６条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 （壱岐市公共下水道条例に関する経過措置） 

８ 施行日前から継続する公共下水道の使用で、施行日から令和元年１０月３

１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料につ

いては、第２８条の規定による改正後の壱岐市公共下水道条例第１４条の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （壱岐市水道事業給水条例に関する経過措置） 

９ 施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年１

０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後

初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後であるものにあ

っては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の

法律（平成２４年法律第６８号）附則第１６条第１項において準用する同法

附則第５条第２項の規定により３１年旧消費税法（同条第１項に規定する３

１年旧消費税法をいう。）第２９条に規定する税率が適用される部分。）に

係る料金については、第２９条の規定による改正後の壱岐市水道事業給水条

例（以下「改正後給水条例」という。）第１５条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

１０ 改正後給水条例第１９条の規定は、施行日以後の届出に係る加入金につ

いて適用し、施行日前の届出に係る加入金については、なお従前の例による。 

 （壱岐市消防関係手数料条例に関する経過措置） 

１１ 第４２条の規定による改正後の壱岐市消防関係手数料条例の規定は、施

行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料

については、なお従前の例による。 



議案第２号 

 

 

   壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 

 

 壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

（提案理由） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改

正を行うものである。 



   壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 

 壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年壱岐市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次

の２項を加える。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定す

る施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であ

って、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けてい

る者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とす

るものに限る。） 

(2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とす 

る施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする

乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受

けているもの 

第１６条第２項第４号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附則第

２条第２項において同じ」を削る。 

 第４５条に次の１項を加える。 



２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号

に規定する事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの（附則第３条に

おいて「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条

第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

附則第２条第２項中「施行日後」を「施行日以後」に改め、「（第２２条に

規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）」を削

る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第３号 

 

 

   壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 

 

 壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所

要の改正を行うものである。 

 

 

 



壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（平成２６年壱岐市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第４号 

 

 

   壱岐市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 

 壱岐市森林環境譲与税基金条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

森林の間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整

備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、基金を設置す

るものである。 



 

 

   壱岐市森林環境譲与税基金条例 

 

（設置） 

第１条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）

第３４条第１項の規定により、市が実施する森林の整備及びその促進に関す

る施策に要する経費の財源に充てるため、壱岐市森林環境譲与税基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。 

２ 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他 も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、 も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するもの

とする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するこ

とができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる



 

 

場合に限り、これを処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 
 

議案第５号  

 

   壱岐市火災予防条例の一部改正について 

 

壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 不正競争防止法等の一部を改正する法律及び住宅用防災機器の設置及び維持

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令がそれぞ

れ公布されたことに伴い、所要の改正を行うものである。  

 

 



 
 

   壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 壱岐市火災予防条例（平成１６年壱岐市条例第２３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和

２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）」に改める。 

 第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、

同条第６号中「とき」を「とき。」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号

の次に次の１号を加える。 

(6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小

規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火

安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務

省令第１５６号）第３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、

又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正規定は、

令和元年７月１日から施行する。 

































 

 

 

 

 

 

令和元年度 
 

 

 

 

 

一 般 会 計 補 正 予 算 書 

（第１号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱 岐 市 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第８号 

 

 

   令和元年度壱岐市一般会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１

年度壱岐市一般会計予算」の名称を「令和元年度壱岐市一般会計予算」とし、

元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

 令和元年度壱岐市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 382,000 千円を追加し、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,052,000 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加・変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一   
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 （単位 ： 千円）

款 項

 2 地方譲与税 274,200 3,066 277,266

 4 森林環境譲与税 0 3,066 3,066

 9 地方特例交付金 3,800 5,362 9,162

 2 子ども・子育て支援 0 5,362 5,362

臨時交付金

10 地方交付税 8,830,600 153,094 8,983,694

 1 地方交付税 8,830,600 153,094 8,983,694

12 分担金及び負担金 235,652 828 236,480

 2 負担金 215,355 828 216,183

14 国庫支出金 2,545,378 69,214 2,614,592

 2 国庫補助金 924,287 69,214 993,501

15 県支出金 2,394,395 55,516 2,449,911

 2 県補助金 1,595,239 55,476 1,650,715

 3 県委託金 128,835 40 128,875

17 寄附金 350,001 20 350,021

 1 寄附金 350,001 20 350,021

20 諸収入 236,071 175,000 411,071

 4 雑入 185,540 175,000 360,540

21 市債 2,408,300 △80,100 2,328,200

 1 市債 2,408,300 △80,100 2,328,200

23,670,000 382,000 24,052,000

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

一般会計
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     歳        出 （単位 ： 千円）

款 項

 2 総務費 4,297,831 48,495 4,346,326

 1 総務管理費 3,942,851 48,455 3,991,306

 5 統計調査費 10,743 40 10,783

 3 民生費 5,978,931 233,103 6,212,034

 1 社会福祉費 3,393,501 224,121 3,617,622

 2 児童福祉費 1,716,293 8,750 1,725,043

 3 生活保護費 863,993 232 864,225

 4 衛生費 2,203,692 7,783 2,211,475

 1 保健衛生費 1,283,701 7,783 1,291,484

 5 農林水産業費 2,343,513 75,157 2,418,670

 1 農業費 1,204,441 71,923 1,276,364

 2 林業費 39,907 3,234 43,141

 6 商工費 1,068,945 4,379 1,073,324

 1 商工費 1,068,945 4,379 1,073,324

 7 土木費 1,630,062 2,000 1,632,062

 7 住宅費 299,086 2,000 301,086

 8 消防費 802,413 4,383 806,796

 1 消防費 802,413 4,383 806,796

 9 教育費 2,132,884 1,050 2,133,934

 4 幼稚園費 211,342 71 211,413

 6 保健体育費 114,898 979 115,877

10 災害復旧費 188,105 5,650 193,755

 2 公共土木施設災害復 2,137 5,650 7,787

旧費

23,670,000 382,000 24,052,000

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計

一般会計
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１．追加

起債の方法

農林水産業債 証書借入

災害復旧事業債 証書借入

限度額 利率 償還の方法

第２表　地方債補正

（単位：千円）

起債の目的

5,600 　　　　　年4.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借
り入れる政府資金、地方公共団
体金融機構資金及び縁故資金に
ついて、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し後の
利率）

政府、銀行その他資金に
ついては、その融資条件
による｡ただし、市財政の
都合により、据置期間及
び償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは借換
えを行うことができる｡

4,100 　　　　　年4.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借
り入れる政府資金、地方公共団
体金融機構資金及び縁故資金に
ついて、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し後の
利率）

政府、銀行その他資金に
ついては、その融資条件
による｡ただし、市財政の
都合により、据置期間及
び償還期限を短縮し、又
は繰上償還若しくは借換
えを行うことができる｡
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２．変更

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

合 併 特 例 債 365,600 証書
借入

年4.0％以内 275,800 証書
借入

年4.0％以内

補 正 後

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借換え
を行うこと
ができる｡

政府、銀行
その他資金
について
は、その融
資条件によ
る｡ただ
し、市財政
の都合によ
り、据置期
間及び償還
期限を短縮
し、又は繰
上償還若し
くは借換え
を行うこと
ができる｡

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金、地
方公共団体金
融機構資金及
び縁故資金に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

（単位：千円）

起債の目的

補 正 前
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１．総括

歳　入 （単位 ： 千円）

款

 2 地方譲与税 274,200 3,066 277,266

 9 地方特例交付金 3,800 5,362 9,162

10 地方交付税 8,830,600 153,094 8,983,694

12 分担金及び負担金 235,652 828 236,480

14 国庫支出金 2,545,378 69,214 2,614,592

15 県支出金 2,394,395 55,516 2,449,911

17 寄附金 350,001 20 350,021

20 諸収入 236,071 175,000 411,071

21 市債 2,408,300 △80,100 2,328,200

23,670,000 382,000 24,052,000

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

一般会計
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歳　出

款

 2 総務費 4,297,831 48,495 4,346,326

 3 民生費 5,978,931 233,103 6,212,034

 4 衛生費 2,203,692 7,783 2,211,475

 5 農林水産業費 2,343,513 75,157 2,418,670

 6 商工費 1,068,945 4,379 1,073,324

 7 土木費 1,630,062 2,000 1,632,062

 8 消防費 802,413 4,383 806,796

 9 教育費 2,132,884 1,050 2,133,934

10 災害復旧費 188,105 5,650 193,755

23,670,000 382,000 24,052,000歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

5,040 △89,800 11,600 121,655

61,774 0 160,828 10,501

1,990 0 0 5,793

54,476 4,100 0 16,581

0 0 0 4,379

1,450 0 0 550

0 0 3,400 983

0 0 20 1,030

0 5,600 0 50

124,730 △80,100 175,848 161,522

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

一般会計
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２．歳入
 2款 地方譲与税

 4項 森林環境譲与税

目

 1 森林環境譲与税 0 3,066 3,066

計 0 3,066 3,066

 9款 地方特例交付金

 2項 子ども・子育て支援臨時交付金

 1 子ども・子育て支援臨時交付金 0 5,362 5,362

計 0 5,362 5,362

10款 地方交付税

 1項 地方交付税

 1 地方交付税 8,830,600 153,094 8,983,694

計 8,830,600 153,094 8,983,694

12款 分担金及び負担金

 2項 負担金

 1 民生費負担金 210,541 828 211,369

計 215,355 828 216,183

14款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

 2 民生費国庫補助金 63,319 61,774 125,093

 3 衛生費国庫補助金 28,235 1,990 30,225

 5 土木費国庫補助金 279,710 5,450 285,160

計 924,287 69,214 993,501

15款 県支出金

 2項 県補助金

 4 農林水産業費県補助金 894,129 54,476 948,605

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 1 森林環境譲与税 3,066 森林環境譲与税 3,066

 1 子ども・子育て支 5,362 子ども・子育て支援臨時交付金 5,362

援臨時交付金

 1 地方交付税 153,094 普通交付税 153,094

 3 児童福祉費負担金 828 給食費負担金（こども園） 828

 1 社会福祉費補助金 61,774 障害者地域生活支援事業費補助金 962

プレミアム付商品券事業費補助金 40,000

プレミアム付商品券事務費補助金 20,812

 1 保健衛生費補助金 1,990 疾病予防対策事業費等補助金 1,990

 2 住宅費補助金 5,450 社会資本整備総合交付金 5,450

 1 農業費補助金 54,476 畜産競争力強化対策整備事業補助金 27,279

儲かるながさき水田経営育成支援事業補助金 3,541

担い手確保・経営強化支援事業補助金 9,319

チャレンジ園芸１０００億推進事業補助金 10,339

強い農業・担い手づくり総合支援交付金 3,469

2地方譲与税 - 15県支出金

区 分 金 額
説 明

11



15款 県支出金

 2項 県補助金

目

 6 土木費県補助金 12,000 1,000 13,000

計 1,595,239 55,476 1,650,715

15款 県支出金

 3項 県委託金

 1 総務費県委託金 78,635 40 78,675

計 128,835 40 128,875

17款 寄附金

 1項 寄附金

 2 指定寄附金 350,000 20 350,020

計 350,001 20 350,021

20款 諸収入

 4項 雑入

 2 雑入 185,528 175,000 360,528

計 185,540 175,000 360,540

21款 市債

 1項 市債

 3 合併特例事業債 365,600 △ 89,800 275,800

 8 農林水産業債 0 4,100 4,100

 9 災害復旧事業債 0 5,600 5,600

計 2,408,300 △ 80,100 2,328,200

補 正 前 の 額 補 正 額 計

12



（単位 ： 千円）

節   

ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 529

 2 住宅費補助金 1,000 長崎県３世代同居・近居促進事業補助金 1,000

 4 統計調査費委託金 40 統計調査員確保対策事業費委託金 40

 1 指定寄附金 20 文化財保護指定寄附金 20

 1 雑入 175,000 プレミアム商品券事業 160,000

コミュニティ助成金 15,000

 1 合併特例事業債 △ 89,800 合併特例事業 △ 89,800

 1 緊急自然災害防止 4,100 緊急自然災害防止対策事業 4,100

対策事業債

 1 単独災害復旧事業 5,600 公共土木施設等災害復旧事業（単独） 5,600

債

15県支出金 - 21市債

区 分 金 額
説 明

13



３．歳出
 2款 総務費

 1項 総務管理費

目

 5 財産管理費 509,817 0 509,817 5,000 △89,800 0

 6 企画費 908,030 14,831 922,861 0 0 11,600

 7 情報管理費 637,129 33,624 670,753 0 0 0

計 3,942,851 48,455 3,991,306 5,000 △89,800 11,600

 2款 総務費

 5項 統計調査費

 1 統計調査総 0 40 40 40 0 0

務費

計 10,743 40 10,783 40 0 0

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

 1 社会福祉総 1,293,095 223,021 1,516,116 61,774 0 160,000

務費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

14



(単位：千円)

節       

84,800 （財源調整）

3,231  8 報償費 160 謝礼金 160

 9 旅費 1,386 費用弁償 1,276

普通旅費 110

12 役務費 △21 電話料 △21

13 委託料 471 総務費委託料

移住促進パンフレット作成業務 471

14 使用料及び賃 △145 宿舎借上料 △145

借料

19 負担金補助及 12,980 各種会議等負担金 50

び交付金 負担金

自治体国際化協会 10

離島百貨店負担金 240

逆参勤交代事業負担金 1,080

総務費補助金

コミュニティ助成事業 11,600

33,624 14 使用料及び賃 33,624 インターネット回線使用料 33,624

借料

121,655

0 11 需用費 40 消耗品費 40

0

1,247  4 共済費 500 社会保険料

臨時職員分 500

 7 賃金 3,240 事務雇賃金 3,240

11 需用費 912 消耗品費 312

印刷製本費 600

12 役務費 2,536 郵便料 2,536

13 委託料 215,833 システム改修業務 5,833

 

 2総務費 - 3民生費

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
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 3款 民生費

 1項 社会福祉費

目

 2 社会福祉施 150,846 246 151,092 0 0 0

設費

 5 介護保険事 616,175 854 617,029 0 0 0

業費

計 3,393,501 224,121 3,617,622 61,774 0 160,000

 3款 民生費

 2項 児童福祉費

 1 児童福祉総 122,443 548 122,991 0 0 0

務費

 4 保育所費 685,283 8,202 693,485 0 0 828

計 1,716,293 8,750 1,725,043 0 0 828

 3款 民生費

 3項 生活保護費

 1 生活保護総 81,366 232 81,598 0 0 0

務費

計 863,993 232 864,225 0 0 0

 4款 衛生費

 1項 保健衛生費

 1 保健衛生総 606,225 638 606,863 0 0 0

務費

 2 予防費 73,173 7,145 80,318 1,990 0 0

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

16



(単位：千円)

節       

民生費委託料

プレミアム付商品券事業 210,000

246  9 旅費 206 費用弁償 103

普通旅費 103

19 負担金補助及 40 各種会議等負担金 40

び交付金

854 28 繰出金 854 介護保険事業特別会計繰出金 854

2,347

548  9 旅費 283 普通旅費 283

11 需用費 65 印刷製本費 65

19 負担金補助及 200 民生費補助金

び交付金 子育て支援事業等補助金 200

7,374  9 旅費 72 普通旅費 72

13 委託料 7,168 システム改修業務 5,363

民生費委託料

給食調理運搬業務 1,805

15 工事請負費 962 施設設備等改修工事

7,922

232  9 旅費 163 普通旅費 163

19 負担金補助及 69 各種会議等負担金 69

び交付金

232

638  7 賃金 638 事務雇賃金 264

看護師雇賃金 374

5,155  7 賃金 90 事務雇賃金 90

 3民生費 - 4衛生費

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
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 4款 衛生費

 1項 保健衛生費

目

計 1,283,701 7,783 1,291,484 1,990 0 0

 5款 農林水産業費

 1項 農業費

 3 農業振興費 159,878 30,480 190,358 27,197 0 0

 4 畜産業費 408,286 32,604 440,890 27,279 0 0

 5 農地費 487,352 8,839 496,191 0 4,100 0

計 1,204,441 71,923 1,276,364 54,476 4,100 0

 5款 農林水産業費

 2項 林業費

 2 林業振興費 37,441 3,234 40,675 0 0 0

計 39,907 3,234 43,141 0 0 0

 6款 商工費

 1項 商工費

 2 商工振興費 358,306 186 358,492 0 0 0

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
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(単位：千円)

節       

11 需用費 130 印刷製本費 130

12 役務費 324 郵便料 324

13 委託料 6,601 衛生費委託料

予防接種（定期接種分） 6,601

5,793

3,283 19 負担金補助及 30,480 農林水産業費補助金

び交付金 儲かるながさき水田経営育成支援事業 4,250

担い手確保・経営強化支援事業 9,319

チャレンジ園芸１０００億推進事業 13,442

強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業

3,469

5,325 19 負担金補助及 32,604 農林水産業費補助金

び交付金 和牛振興大会 3,050

畜産競争力強化対策整備事業 29,554

4,739 13 委託料 4,709 設計業務

設計業務（インフラ資産・工作物） 4,709

19 負担金補助及 4,130 負担金

び交付金 県営自然災害防止事業 4,125

農業土木技術連盟 5

13,347

3,234 13 委託料 168 システム保守

積算システム保守 168

25 積立金 3,066 森林環境譲与税基金積立金 3,066

3,234

186 11 需用費 186 修繕料 186

 4衛生費 - 6商工費

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
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 6款 商工費

 1項 商工費

目

 3 消費者行政 1,161 369 1,530 0 0 0

推進費

 4 観光費 568,122 3,320 571,442 0 0 0

 5 福岡事務所 32,737 504 33,241 0 0 0

費

計 1,068,945 4,379 1,073,324 0 0 0

 7款 土木費

 7項 住宅費

 1 住宅管理費 92,746 2,000 94,746 1,450 0 0

計 299,086 2,000 301,086 1,450 0 0

 8款 消防費

 1項 消防費

 1 常備消防費 510,197 1,400 511,597 0 0 1,400

 3 消防施設費 151,799 983 152,782 0 0 0

 5 災害対策費 14,680 2,000 16,680 0 0 2,000

計 802,413 4,383 806,796 0 0 3,400

 9款 教育費

 4項 幼稚園費

 1 幼稚園費 211,342 71 211,413 0 0 0

計 211,342 71 211,413 0 0 0

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
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(単位：千円)

節       

369 12 役務費 69 作業手数料 42

プロバイダー利用料 27

18 備品購入費 270 機械器具費

19 負担金補助及 30 負担金

び交付金 ケーブルテレビ加入 30

3,320 11 需用費 2,170 印刷製本費 540

修繕料 1,630

13 委託料 1,150 商工費委託料

令和ゆかりの地情報発信事業 1,150

504  7 賃金 504 事務雇賃金 504

4,379

550 19 負担金補助及 2,000 土木費補助金

び交付金 ３世代同居・近居促進事業補助金 2,000

550

0 18 備品購入費 1,400 機械器具費

983 11 需用費 983 修繕料 983

0 19 負担金補助及 2,000 総務費補助金

び交付金 コミュニティ助成事業 2,000

983

71  9 旅費 71 普通旅費 71

71

 6商工費 - 9教育費

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
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 9款 教育費

 5項 社会教育費

目

 6 文化財保護 247,802 0 247,802 0 0 20

費

計 540,025 0 540,025 0 0 20

 9款 教育費

 6項 保健体育費

 1 保健体育総 114,898 979 115,877 0 0 0

務費

計 114,898 979 115,877 0 0 0

10款 災害復旧費

 2項 公共土木施設災害復旧費

 1 公共土木施 2,137 5,650 7,787 0 5,600 0

設災害復旧

費

計 2,137 5,650 7,787 0 5,600 0

9教育費 - 10災害復旧費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

22



(単位：千円)

節       

△20 （財源調整）

△20

979 12 役務費 979 汲取手数料 979

979

50 13 委託料 5,650 測量設計業務

測量設計業務（インフラ資産・工作物） 5,650

50

9教育費 - 10災害復旧費

区 分 金 額
説 明

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
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（単位：千円）

１． 普 通 債 20,060,094 21,909,515 1,822,600 2,215,389 21,516,726

(1) 総 務 137,152 124,878 0 12,528 112,350

(2) 民 生 43,607 42,875 0 3,866 39,009

(3) 衛 生 0 0 0 0 0

(4) 農 林 水 産 1,528,249 1,310,117 4,100 195,121 1,119,096

(5) 商 工 42,600 61,700 75,400 448 136,652

(6) 土 木 654,865 564,106 24,100 93,176 495,030

(7) 公 営 住 宅 587,838 760,511 151,700 11,098 901,113

(8) 消 防 3,300 64,800 115,000 0 179,800

(9) 教 育 606,569 983,890 0 26,078 957,812

(10) 辺 地 1,812,845 1,841,238 265,000 256,668 1,849,570

(11) 過 疎 6,007,179 6,425,137 911,500 681,990 6,654,647

(12) 合 併 特 例 8,635,890 9,730,263 275,800 934,416 9,071,647

２． 災 害 復 旧 債 286,769 573,107 5,600 28,098 550,609

(1) 補 助 101,660 270,750 0 10,770 259,980

(2) 単 独 185,109 302,357 5,600 17,328 290,629

３． そ の 他 6,729,699 6,814,619 500,000 452,788 6,861,831

(1) 臨時財政対策債 6,729,699 6,814,619 500,000 452,788 6,861,831

(2) 減 税 補 て ん 債 0 0 0 0 0

(3)
臨 時 税 収
補 て ん 債 0 0 0 0 0

27,076,562 29,297,241 2,328,200 2,696,275 28,929,166合 計

区 分

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中
元金償還見込額

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
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議案第９号 

 

 

   令和元年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１

年度壱岐市介護保険事業特別会計予算」の名称を「令和元年度壱岐市介護保険

事業特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替える

ものとする。 

 令和元年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,707 千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,483,664 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  

  令和元年６月１３日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一   
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 （単位 ： 千円）

款 項

 3 国庫支出金 947,663 853 948,516

 2 国庫補助金 393,725 853 394,578

 7 繰入金 510,216 854 511,070

 1 一般会計繰入金 501,449 854 502,303

3,481,957 1,707 3,483,664

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

介護保険事業特別会計

2



     歳        出 （単位 ： 千円）

款 項

 1 総務費 39,277 1,707 40,984

 1 総務管理費 1,342 1,707 3,049

3,481,957 1,707 3,483,664

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計

介護保険事業特別会計

3



 

4



１．総括

歳　入 （単位 ： 千円）

款

 3 国庫支出金 947,663 853 948,516

 7 繰入金 510,216 854 511,070

3,481,957 1,707 3,483,664

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

介護保険事業特別会計

5



歳　出

款

 1 総務費 39,277 1,707 40,984

3,481,957 1,707 3,483,664歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

6



（単位 ： 千円）

853 0 854 0

853 0 854 0

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

介護保険事業特別会計
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２．歳入
 3款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

目

 8 介護保険事業費補助金 0 853 853

計 393,725 853 394,578

 7款 繰入金

 1項 一般会計繰入金

 1 一般会計繰入金 501,449 854 502,303

計 501,449 854 502,303

介護保険事業特別会計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

8



（単位 ： 千円）

節   

 1 介護保険事業費補 853 介護保険制度改正システム改修事業費補助金 853

助金

 1 一般会計繰入金 854 一般会計繰入金（事務費） 854

介護保険事業特別会計

区 分 金 額
説 明

9



３．歳出
 1款 総務費

 1項 総務管理費

目

 1 一般管理費 1,342 1,707 3,049 853 0 854

計 1,342 1,707 3,049 853 0 854

介護保険事業特別会計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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(単位：千円)

節       

0 13 委託料 1,707 システム改修業務

介護保険電算システム改修業務 1,707

0

介護保険事業特別会計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
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